
第１６号議案 

 

東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和８年２月６日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、個人番号の利用範囲を改める等のため提出します。 



東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例 

 

東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律施行条例（平成２７年６月台東区条例第

２７号）の一部を次のように改正する。  

別表第２に次のように加える。 

８ 区長 特別区における 東京

都の事務処理の 特例

に関する条例に より

区が処理するこ とと

された大気汚染 に係

る健康障害者に 対す

る医療費の助成 に関

する事務であっ て規

則で定めるもの  

医療保険給付関係情報

であって規則で定める

もの  

別表第３の６の項中「第１５７条第５号から第１８号まで」を

「第１５７条第５号から第１７号まで及び第１９号」に改める。 

   付 則 

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、別表

第３の６の項の改正規定は、同年４月１日から施行する。 


